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１．研究目的  

 現在，多くの日本の森林が，管理不足などの理由で

荒廃している．そこで，森林間伐をどのように行って

いくかということが重大な課題となっている．森林間

伐を行うと，樹冠による遮断が減少し，より多くの雨

水や日光が地表に届くようになる．すると，下層植生

が回復することで浸透能力が上昇し，地下水涵養量が

増加する．結果，河川流量が増加し，渇水被害軽減に

つながる．このような森林間伐の効果を正しく評価す

ることで，森林間伐が見直され，森林管理の改善につ

ながると考えられる．よって本研究では，渇水被害軽

減効果を定量的に扱うために，渇水被害を代替法によ

り貨幣換算し，渇水被害額として表した．また，森林

間伐以外で渇水被害軽減効果を有するものとして，ダ

ムなどの貯水施設が挙げられる．そこで本研究では，

森林間伐と貯水施設による流況調整を仮想的に行い，

渇水被害軽減額の比較をし，どちらがより効率的かを

考察することを目的とした． 

２．研究手法  

2.1．対象都市の選定 

 本研究では，帯広市，八戸市，日立市，上越市，沼

津市，加古川市，鳥取市，徳島市，佐賀市を対象に，

渇水被害軽減額の算出を行った．対象となる都市（以

下，対象都市）の選定の基準は，付近に一級河川が流

れている人口 20 万人程度の中規模な都市であること

とした． 

2.2．各対象都市における給水制限日数の算出 

 対象都市ごとに給水制限日数の算出を行うために，

対象都市ごとに給水制限率の設定を行った．給水制限

率とは，河川流量を供給量，10年に 1回の渇水流量を

需要量とした時の不足率のことである．また，10年に

1 回の渇水流量を基準渇水流量という．本研究では過

去 30年間分の流況データを用いた．流況データは，水

文水質データベース，あるいは雨量・流量年表データ

ベースから収集した． 

2.3 各対象都市における渇水被害額の算出 

 用水の種類ごとに生活用水被害額，業務営業用水被

害額，工場用水被害額の 3種類に分類し，被害額を算

出した．それらを合計し，渇水被害額とした．各被害

額の算定式を以下に示す． 

                 （1） 

                    （2） 

                  （3） 

                  （4） 

ここに，D：渇水被害額（円），Dl：生活用水被害額

（円），Db：業務営業用水被害額（円），Di：工場用水

被害額（円），P：給水区域内の被害人口（人），S：給

水制限率（%），ud(S)：1人 1日当たり被害額原単位（円

/人・日），d(S)：給水制限日数（日），G：給水区域内 1

日当たりの総生産額（円/日），ri(S)：影響率（%），Qu：

給水区域内 1日当たり使用水量（m
3
/日）， uw：使用水

量1m
3当たりの用水効果額単価（円/m

3）である．ud(S)，

ri(S)，uw については，厚生労働省の水道事業の費用対

効果分析マニュアルの値を用いた． 

2.4．森林間伐による渇水被害軽減額の算出 

 間伐費用が間伐前の渇水被害額と等しくなるだけの

面積で間伐を行ったと仮定した場合の，渇水被害軽減

額を算出した．間伐費用は，10 年に１回の間伐を 30

年間行った場合の値を用いた．本数間伐率は約 50%で

あり，地層は堆積岩地層である．この条件で間伐を行

った場合，渇水流量は約 2.18倍増加するという結果が

観測されている．本研究では，この値を全ての対象都

市に適用して計算を行った． 

2.5．貯水施設による渇水被害軽減額の算出 

 ダムの放流量を仮想的に操作することにより河川の

流量を調整し，渇水被害軽減額を算出した．対象とし

たダムは，帯広市の水道用水に最も影響を与えている
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札内川ダムとした．放流量の設定は表 1に従った．σ

は，6/29の貯留量と制限貯留量との差分である．計算

に用いたデータはダム諸量データベースより収集した． 

３．結果  

3.1．各対象都市における渇水被害額の算出 

 各対象都市における給水制限日数の算出を行った結

果，給水制限日数の特徴により，図 1に示すようなパ

ターン A~C に分類された．パターン A には帯広市，

沼津市，徳島市，佐賀市が分類され，低い給水制限率

の日数が多い．パターン Bには日立市，上越市，鳥取

市が分類され，ほぼすべての給水制限率の日数が同程

度である．パターン Cには八戸市と加古川市が分類さ

れ，ほぼすべての給水制限率の日数が発生していて，

なおかつ高い給水制限率の日数が多い．  

3.2．各対象都市における渇水被害額の算出 

 各都市における渇水被害額の算出結果を図 2に示す．

3.1 で述べた給水制限日数のパターンに応じて，渇水

被害額にも特徴が見られた．パターン Aの都市では渇

水被害額は小さく，パターン Cの都市では，渇水被害

額が著しく大きくなった． 

3.3．森林間伐よる渇水被害軽減額の算出 

 森林間伐による渇水被害軽減額の結果を表 2に示す．

森林間伐では全ての対象都市で渇水被害を軽減するこ

とができたが，八戸市，加古川市，鳥取市では，間伐

面積が流域森林面積よりも大きくなってしまった．よ

って，間伐前の渇水被害額を全て軽減することはでき

ないことがわかった．  

４．森林間伐と貯水施設による渇水被害軽減額の比較  

森林間伐と貯水施設による単位増加貯留量当たりの渇

水被害軽減額の比較を行った．今回は帯広市のみで比

較した．貯水施設では，11.4%渇水を軽減することが

できた．それぞれの単位増加貯留量当たりの渇水被害

軽減額は，森林間伐では 0.9円/m
3，貯水施設では 16.8

円/m
3となり，貯水施設の方が大きくなった．ただし，

今回は貯水施設の建設費用は考慮していない． 

表 1 ダム操作方法 

 対象日 
貯留量 

（千 m
3） 

追加放流量 

（m
3
/s） 

1 

7/1~10/30 

16846.4~17153.6 -2.1 

2 17153.6以上 0.07 

3 16846.4以下 -0.06 

4 6/29  σ 

5 
上記以外 

400以上 0.15 

6 400以下 0 

 

 

図 1 給水制限日数パターン 

図 2 対象都市ごとの渇水被害額(30年間)

 

表２ 渇水被害額に等しい森林間伐費用をかけた場合の渇水被害軽減率 
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(兆
円

) 工場用 

業務営業

用 
生活用 

対象都市 対象河川 
流域森林

面積(km
2) 

間伐面積率 

(%) 

渇水被害軽減額 

(百万円) 

渇水被害 

軽減率(%) 

帯広市 十勝川 4235 1.1 950 21.3 

八戸市 馬淵川 1702 101.8 65,150 39.5 

日立市 久慈川 1296 30.2 18,289 49.1 

上越市 関川 901 45.0 21,336 55.3 

沼津市 狩野川 724 5.9 2,573 63.3 

加古川市 加古川 1021 394.1 222,213 58.0 

鳥取市 千代川 1095 189.4 197,376 99.9 

徳島市 吉野川 3113 1.3 3,573 93.2 

佐賀市 嘉瀬川 169 59.1 9,509 100.0 
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